
商店街活性化・観光消費創出事業
令和2年度予算額 30.0億円（50.0億円）

中小企業庁商業課
03-3501-1929

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 商店街等組織、
商店街等組織と民間事業者の連携体

事業イメージ
事業目的・概要
商店街は多種多様な店舗が集積し、｢地域の顔｣として、消費者に対し
て面的な魅力を提供しています。一方で、地域の需要や消費者ニーズ
の変化といった構造的な課題に直面するなど、経営環境等は厳しさを増
しており、地域と連携した対応の必要性が増加しています。

 このような状況の中で、商店街を活性化させ、魅力を創出するためには、
近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等の機会を捉え、地域
外や日常の需要以外から新たな需要を取り込み、地域の来訪者の増
加を促すことで、消費の喚起につなげることが重要です。

 このため、本事業では、地域と連携した魅力的な商業・サービス業の環
境整備等を行い、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取
り込む商店街等の取組を支援します。

成果目標
事業全体として、実際に事業を実施した箇所における売上の合計の変
動が、他の類似の事業者の変動と比較して、良好に推移することを目
指します。

（１）補助（2/3以内）

（３）補助（10/10定額）

（２）インバウンド・観光・創業等の需要を取り込むイベント等の取組

地域と連携し、専門家の指導を受けて実施する免税対応施設やWi-Fi設備、ゲス
トハウスやシェアキッチン・オフィスの整備など、インバウンドや観光といった新たな需要を
効果的に取り込むために効果的な商店街等の環境整備について、消費の喚起につ
ながる実効性のある取組等を支援します。

（３）専門家派遣事業
商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅
力を向上させ、より実効性の高い取組となるよう、取組を実施する商店街等に対する
専門家の派遣を支援します。

（２）補助（2/3以内）

（１）インバウンド・観光・創業等の需要を取り込む環境整備の取組

地元食材を活用した取組

ゲストハウスの整備免税対応設備を備えた施設

観光資源等と連携した取組

※補助金上限額と下限額は、
（１）～（３）の合計額で補助金
上限額2億円、下限額200万円。

地域と連携し、専門家の指導を受けて実施する地元グルメPR、茶道や料理等の
日本文化の体験、世界遺産と連携したイベントなど、インバウンドや観光といった新た
な需要を効果的に取り込むために効果的な商店街等の取組について、消費喚起に
つながる実効性のある取組等を支援します。

シェアキッチンの整備

文化の体験イベント

地域経済産業グループ
中心市街地活性化室

03-3501-3754
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